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   地方単独事業による子ども医療費減額への支援推進を求める意見書 

 子どもの医療費の窓口負担については、義務教育就学前は2割、就学後は3割とされているが、

静岡市をはじめ各地の自治体は、子どもと保護者が安心して医療機関を受診できるよう、地方

単独事業による減免措置を講じているところである。 

 これに対し、国民健康保険に係る国庫負担金のうち、療養給付費負担金及び財政調整交付金

の減額算定措置の規定により、子ども医療費助成制度において現物給付で一部負担金を軽減・

免除すると、地方自治体は国保のみ国庫負担が減額され、財政運営上の大きな支障となってい

る。 

 全国知事会などは、「減額措置は直ちに廃止し、国の責任で全国一律の制度を構築すべき」と

要求し、厚生労働省は「少子化対策を推進する中で自治体の取り組みを支援する観点から早急

に見直すべきとの意見が大勢を占めた」と報告書をとりまとめたが、結論は先送りされたまま

である。 

 よって政府におかれては、少子化対策を推進する中、子ども医療費助成を行う地方自治体の

取り組みを支援する立場から、自治体単独事業に対する国保国庫負担金の減額算定措置を廃止

されるよう、強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

〔提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣〕 


